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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの製品に伴う少なくとも１つの請負業者サービスを提供するために、少
なくとも１つのデータ記憶デバイスへのアクセスを有するグローバル・コンピュータ・ネ
ットワークに結合され、かつ複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも２件を自動的
に認定する方法を実行するようにプログラムされる認定コンピュータシステムであって、
前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、
　ａ）前記認定コンピュータシステムにおいて、複数の請負業者デバイスから請負業者デ
ータを電子的に受信することと、
　ｂ）前記請負業者データの少なくとも一部分を、前記少なくとも１つのデータ記憶デバ
イスのうちの少なくとも１つに認定データとして電子的に記憶することと、
　ｃ）前記複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも２件を、少なくとも部分的に認
定データに基づいて、少なくとも２件の認定請負業者として自動的に認定することと、
　ｄ）電子商取引コンピュータシステムから前記認定コンピュータシステムへ伝達される
電子サービス要求を電子的に受信することであって、前記電子サービス要求は、少なくと
も部分的に、購入者コンピュータシステムとの電子通信において行われる、少なくとも１
つの請負業者サービスを伴う少なくとも１つの製品の少なくとも１つの購入を基礎とする
ことと、
　ｅ）少なくとも部分的に前記電子サービス要求に基づいて、電子サービス作業注文を自
動的に作成することと、
　ｆ）前記少なくとも２件の認定請負業者から１件の認定請負業者を自動的に選択するこ
とと、
　ｇ）前記認定請負業者へ前記電子サービス作業注文を電子的に伝達することと、を含む
、認定コンピュータシステム。
【請求項２】
　少なくとも１つの製品に伴う少なくとも１つの請負業者サービスを提供するための、少
なくとも１つのデータ記憶デバイスへのアクセスを有するグローバル・コンピュータ・ネ
ットワークと、複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも２件を自動的に認定する方
法を実行するための手段とに結合される認定コンピュータシステムであって、前記方法は
、
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　ａ）前記認定コンピュータシステムにおいて、複数の請負業者デバイスから請負業者デ
ータを電子的に受信することと、
　ｂ）前記請負業者データの少なくとも一部分を、前記少なくとも１つのデータ記憶デバ
イスのうちの少なくとも１つに認定データとして電子的に記憶することと、
　ｃ）前記複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも２件を、少なくとも部分的に認
定データに基づいて、少なくとも２件の認定請負業者として自動的に認定することと、
　ｄ）電子商取引コンピュータシステムから前記認定コンピュータシステムへ伝達される
電子サービス要求を電子的に受信することであって、前記電子サービス要求は、少なくと
も部分的に、購入者コンピュータシステムとの電子通信において行われる、少なくとも１
つの請負業者サービスを伴う少なくとも１つの製品の少なくとも１つの購入を基礎とする
ことと、
　ｅ）少なくとも部分的に前記電子サービス要求に基づいて、電子サービス作業注文を自
動的に作成することと、
　ｆ）前記少なくとも２件の認定請負業者から１件の認定請負業者を自動的に選択するこ
とと、
　ｇ）前記認定請負業者へ前記電子サービス作業注文を電子的に伝達することと、を含む
、認定コンピュータシステム。
【請求項３】
　前記複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも一部は、許諾された請負業者である
、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記請負業者データは、少なくとも１つの請負業者サービスの選択を検討するための少
なくとも１つの請負業者要求を含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記電子サービス要求は、
　ａ）購入者データ、
　ｂ）製品データ、および、
　ｃ）サービスデータ、を含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記電子サービス要求は、以下の請負業者サービス、すなわち、
　ａ）少なくとも１つの測定、
　ｂ）設置、
　ｃ）組立て、
　ｄ）配達、
　ｅ）検査、
　ｆ）保証認定、
　ｇ）保証期間中の修理、および、
　ｈ）保証期間中の交換、
　のうちの少なくとも１つに関するサービスデータを含む、請求項１または２に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記電子サービス作業注文は、タスクデータを含む、請求項１または２に記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、前記複数の第三
者たる請負業者のうちの少なくとも一部を、少なくとも部分的に、
　ａ）前記認定データ、および、
　ｂ）少なくとも１つの請負業者要件、
　に基づいて自動的に認定することを含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項９】
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　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、少なくとも１つ
の認定があると前記認定データを電子的に更新することを含む、請求項１または２に記載
のシステム。
【請求項１０】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、
　ａ）前記複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも１件を、少なくとも１つの審査
の使用によって電子的に試験することであって、前記少なくとも１つの審査は、前記認定
コンピュータシステムを介してアクセス可能であることと、
　ｂ）少なくとも部分的に前記少なくとも１つの審査の少なくとも１つの結果に基づいて
、前記複数の第三者たる請負業者のうちの前記少なくとも１件のうちの少なくとも１件を
少なくとも１件の認定請負業者として自動的に認定することとをさらに含む、請求項１ま
たは２に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、前記認定請負業者を、少
なくとも部分的に前記認定データに基づいて自動的に選択することをさらに含む、請求項
１または２に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、サービス注文の確認を購
入者へ電子的に伝達することをさらに含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、前記電子商取引コンピュ
ータシステムから、出荷データと少なくとも１つの出荷更新とを電子的に受信することを
さらに含み、前記少なくとも１つの出荷更新のうちの１つは、前記少なくとも１つの製品
の配達データを含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、前記複数の請負
業者デバイスのうちの少なくとも１つからサービス進捗データを電子的に受信することを
含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、
　ａ）請負業者ネットワークレポートを自動的に生成することと、
　ｂ）前記請負業者ネットワークレポートを前記電子商取引コンピュータシステムのマネ
ージャへ電子的に伝達することと、をさらに含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、消費者フィードバック調
査を購入者へ電子的に伝達することをさらに含む、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、前記購入者コンピュータ
システムから消費者フィードバック調査データを電子的に受信することをさらに含む、請
求項１または２に記載のシステム。
【請求項１８】
　少なくとも１つの製品に伴う少なくとも１つの請負業者サービスを提供するために、認
定コンピュータシステムが少なくとも１件の第三者たる請負業者を認定する自動化方法を
実行するための命令証拠を含む有形の非一時的データ記憶媒体であって、前記認定コンピ
ュータシステムは、少なくとも１つのデータ記憶デバイスへのアクセスを有するグローバ
ル・コンピュータ・ネットワークに結合され、前記命令に従って実行される前記自動化方
法は、
　ａ）前記認定コンピュータシステムにおいて、複数の請負業者デバイスから請負業者デ
ータを電子的に受信することと、
　ｂ）前記請負業者データを、前記少なくとも１つのデータ記憶デバイスのうちの少なく
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とも１つに認定データとして電子的に記憶することと、
　ｃ）複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも２件を、少なくとも部分的に認定デ
ータに基づいて、少なくとも２件の認定請負業者として自動的に認定することと、
　ｄ）電子商取引コンピュータシステムから前記認定コンピュータシステムへ伝達される
電子サービス要求を電子的に受信することであって、前記電子サービス要求は、少なくと
も部分的に、購入者コンピュータシステムとの電子通信において行われる、少なくとも１
つの請負業者サービスを伴う少なくとも１つの製品の少なくとも１つの購入を基礎とする
ことと、
　ｅ）少なくとも部分的に前記電子サービス要求に基づいて、電子サービス作業注文を自
動的に作成することと、
　ｆ）前記少なくとも２件の認定請負業者から１件の認定請負業者を自動的に選択するこ
とと、
　ｇ）前記電子サービス作業注文を前記認定請負業者へ電子的に伝達することと、を含む
、有形の非一時的データ記憶媒体。
【請求項１９】
　少なくとも１つの製品に伴う少なくとも１つの請負業者サービスを提供するために、少
なくとも１つのデータ記憶デバイスへのアクセスを有するグローバル・コンピュータ・ネ
ットワークに結合され、かつ少なくとも１件の第三者たる請負業者を自動的に認定する方
法を実行するようにプログラムされる認定コンピュータシステムであって、前記認定コン
ピュータシステムにより実行される前記方法は、
　ａ）前記認定コンピュータシステムにおいて、複数の請負業者デバイスから請負業者デ
ータを電子的に受信することと、
　ｂ）前記請負業者データの少なくとも一部分を、前記少なくとも１つのデータ記憶デバ
イスのうちの少なくとも１つに認定データとして電子的に記憶することと、
　ｃ）複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも１件を、少なくとも部分的に認定デ
ータに基づいて、少なくとも１件の一部認定請負業者として自動的に部分認定することと
、
　ｄ）電子商取引コンピュータシステムから前記認定コンピュータシステムへ伝達される
電子サービス要求を電子的に受信することであって、前記電子サービス要求は、少なくと
も部分的に、購入者コンピュータシステムとの電子通信において行われる、少なくとも１
つの請負業者サービスを伴う少なくとも１つの製品の少なくとも１つの購入を基礎とする
ことと、
　ｅ）少なくとも部分的に前記電子サービス要求に基づいて、電子サービス作業注文を自
動的に作成することと、
　ｆ）少なくとも１つの認定要求を、前記少なくとも１件の一部認定請負業者へ電子的に
伝達することと、
　ｇ）少なくとも１件の認定請負業者として前記少なくとも１件の一部認定請負業者のう
ちの少なくとも１件を、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの認定要求のうちの少な
くとも１つに対する応答に基づいて自動的に認定することと、
　ｈ）前記少なくとも１件の認定請負業者から１件の認定請負業者を自動的に選択するこ
とと、
　ｉ）前記認定請負業者へ前記電子サービス作業注文を電子的に伝達することと、を含む
、認定コンピュータシステム。
【請求項２０】
　少なくとも１つの製品に伴う少なくとも１つの請負業者サービスを提供するために、少
なくとも１つのデータ記憶デバイスへのアクセスを有するグローバル・コンピュータ・ネ
ットワークと、少なくとも１件の第三者たる請負業者を自動的に認定する方法を実行する
ための手段とに結合される認定コンピュータシステムであって、前記方法は、
　ａ）前記認定コンピュータシステムにおいて、複数の請負業者デバイスから請負業者デ
ータを電子的に受信することと、
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　ｂ）前記請負業者データの少なくとも一部分を、前記少なくとも１つのデータ記憶デバ
イスのうちの少なくとも１つに認定データとして電子的に記憶することと、
　ｃ）複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも１件を、少なくとも部分的に認定デ
ータに基づいて、少なくとも１件の一部認定請負業者として自動的に部分認定することと
、
　ｄ）電子商取引コンピュータシステムから前記認定コンピュータシステムへ伝達される
電子サービス要求を電子的に受信することであって、前記電子サービス要求は、少なくと
も部分的に、購入者コンピュータシステムとの電子通信において行われる、少なくとも１
つの請負業者サービスを伴う少なくとも１つの製品の少なくとも１つの購入を基礎とする
ことと、
　ｅ）少なくとも部分的に前記電子サービス要求に基づいて、電子サービス作業注文を自
動的に作成することと、
　ｆ）少なくとも１つの認定要求を、前記少なくとも１件の一部認定請負業者へ電子的に
伝達することと、
　ｇ）少なくとも１件の認定請負業者として前記少なくとも１件の一部認定請負業者のう
ちの少なくとも１件を、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの認定要求のうちの少な
くとも１つに対する応答に基づいて自動的に認定することと、
　ｈ）前記少なくとも１件の認定請負業者から１件の認定請負業者を自動的に選択するこ
とと、
　ｉ）前記認定請負業者へ前記電子サービス作業注文を電子的に伝達することと、を含む
、認定コンピュータシステム。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの認定要求は、前記認定コンピュータシステムを介してアクセス可
能な少なくとも１つの審査を含む、請求項１９または２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの認定要求は、少なくとも部分的に、前記認定データと前記電子サ
ービス作業注文とを基礎とする、請求項１９または２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、前記複数の第三
者たる請負業者のうちの前記少なくとも１件を、少なくとも部分的に、
　ａ）前記認定データ、および、
　ｂ）少なくとも１つの請負業者要件、
　に基づいて自動的に部分認定することを含む、請求項１９または２０に記載のシステム
。
【請求項２４】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、少なくとも１つ
の部分認定があると前記認定データを自動的に更新することを含む、請求項１９または２
０に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、少なくとも１つ
の認定があると前記認定データを自動的に更新することを含む、請求項１９または２０に
記載のシステム。
【請求項２６】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、前記少なくとも
１件の一部認定請負業者のうちの前記少なくとも１件を、少なくとも部分的に前記少なく
とも１つの認定要求に対する少なくとも１つの応答に基づいて自動的に認定することを含
み、前記少なくとも１つの応答は、前記複数の請負業者デバイスのうちの少なくとも１つ
から前記認定コンピュータシステムへ電子的に伝達される、請求項１９または２０に記載
のシステム。
【請求項２７】
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　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、
　ａ）前記複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも１件を、少なくとも１つの審査
の使用によって電子的に試験することであって、前記少なくとも１つの審査は、前記認定
コンピュータシステムを介してアクセス可能であることと、
　ｂ）少なくとも部分的に前記少なくとも１つの審査の少なくとも１つの結果に基づいて
、前記複数の第三者たる請負業者のうちの前記少なくとも１件のうちの少なくとも１件を
自動的に部分認定することと、を含む、請求項１９または２０に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、
　ａ）前記少なくとも１件の一部認定請負業者のうちの少なくとも１件を、少なくとも１
つの審査の使用によって電子的に試験することであって、前記少なくとも１つの審査は、
前記認定コンピュータシステムを介してアクセス可能であることと、
　ｂ）少なくとも部分的に前記少なくとも１つの審査の少なくとも１つの結果に基づいて
、前記少なくとも１件の一部認定請負業者のうちの少なくとも１件を自動的に認定するこ
ととを含む、請求項１９または２０に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記認定コンピュータシステムにより実行される前記方法は、さらに、前記認定請負業
者を、少なくとも部分的に前記認定データに基づいて自動的に選択することを含む、請求
項１９または２０に記載のシステム。
【請求項３０】
　少なくとも１つの製品に伴う少なくとも１つの請負業者サービスを提供するために、認
定コンピュータシステムが少なくとも１件の第三者たる請負業者を認定する自動化方法を
実行するための命令証拠を含む有形の非一時的データ記憶媒体であって、前記認定コンピ
ュータシステムは、１つのデータ記憶デバイスへのアクセスを有するグローバル・コンピ
ュータ・ネットワークに結合され、前記命令に従って実行される前記方法は、
　ａ）前記認定コンピュータシステムにおいて、複数の請負業者デバイスから請負業者デ
ータを電子的に受信することと、
　ｂ）前記請負業者データを、前記データ記憶デバイスに認定データとして電子的に記憶
することと、
　ｃ）複数の第三者たる請負業者のうちの少なくとも１件を、少なくとも部分的に認定デ
ータに基づいて、少なくとも１件の一部認定請負業者として自動的に部分認定することと
、
　ｄ）電子商取引コンピュータシステムから前記認定コンピュータシステムへ伝達される
電子サービス要求を電子的に受信することであって、前記電子サービス要求は、少なくと
も部分的に、購入者コンピュータシステムとの電子通信において行われる、少なくとも１
つの請負業者サービスを伴う少なくとも１つの製品の少なくとも１つの購入を基礎とする
ことと、
　ｅ）少なくとも部分的に前記電子サービス要求に基づいて、電子サービス作業注文を自
動的に作成することと、
　ｆ）少なくとも１つの認定要求を、前記少なくとも１件の一部認定請負業者へ電子的に
伝達することと、
　ｇ）少なくとも１件の認定請負業者として前記少なくとも１件の一部認定請負業者のう
ちの少なくとも１件を、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの認定要求のうちの少な
くとも１つに対する認定応答に基づいて自動的に認定することと、
　ｈ）前記少なくとも１件の認定請負業者から１件の認定請負業者を自動的に選択するこ
とと、
　ｉ）前記認定請負業者へ前記電子サービス作業注文を電子的に伝達することと、を含む
、有形の非一時的データ記憶媒体。
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